
令和５年度第２回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

次 第 

 

日 時 令和６年１月２６日（金） 

午前９時３０分 開会 

場 所 宮代町コミュニティセンター進修館 

    小ホール 

 

１ 開  会  

  

２ あいさつ  

 

３ 議  題   

（１）報告事項 

①軽微な事項の変更届申請状況について 資料１ 

②令和５年度上半期実績報告について  資料２ 

 

 ４ そ の 他 

・令和５年度の制度改正等について 資料３ 

 

５ 閉  会 



　下記のとおり、埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会管内登録団体より軽微な事項の変更届がありましたので報告いたします。

変更内容の詳細 申請日 備　考

変更後 変更前

社会福祉法人　たいむ共生会 ◎使用車両の変更 ◎車両合計３３台 ◎車両合計３１台

　２台増　１台入れ替え ・持込車両セダン等１８台（うち軽１０台） ・持込車両セダン等１６台（うち軽９台）

◎運転者の変更 ◎運転者合計５１名 ◎運転者合計４８名

　　３名増 

◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計１５４名 ◎旅客者合計１５３名 R5.10.1

　３名増 ２名減

◎運転者の変更 ◎運転者合計５２名 ◎運転者合計５１名

　１名増

社会福祉法人　誠会 ◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計３２名 ◎旅客者合計２６名

　６名増

◎運転者の変更 ◎運転者合計１６名 ◎運転者合計１７名

　１名減

一般社団法人　あかり ◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計１７５名 ◎旅客者合計１６１名

　１５名増 １名減 ※埼葛北地区１４０名

◎運転者の変更 ◎運転者合計１０５名 ◎運転者合計１０７名

　１名増 ３名減

社会福祉法人
久喜市社会福祉協議会

◎運行管理の体制等を ◎運行管理の責任者　　変更

記載した書類の変更 ◎運行管理の責任者の代行者　　変更

◎整備管理の責任者　変更

　 ◎事故対応の責任者　変更

◎苦情処理担当者　　変更

◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計５７名 ◎旅客者合計５８名

　 １名減

◎運転者の変更 ◎運転者合計２８名 ◎運転者合計３０名

　２名減

資料 １

軽微な事項の変更届申請状況一覧

№ 名　称 変更内容

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

1

2

3

4

窓口市町
久喜市

R5.11.13

R5.10.1

R5.10.1

R5.9.29

R5.10.10

R5.7.28
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変更内容の詳細 申請日 備　考

変更後 変更前
№ 名　称 変更内容

特定非営利活動法人
白岡町地域支援いちょうの木

◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計０名 ◎旅客者合計２名

　 ２名減

特定非営利活動法人
きらりびとみやしろ

◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計１９８名 ◎旅客者合計１９１名

　 ７名増

◎運転者の変更 ◎運転者合計２６名 ◎運転者合計２２名

　１名減、５名増

◎使用車両の入替 ◎車両合計１５台 ◎車両合計１５台

　１台入替え ・持込車両セダン等１０台（うち軽５台） ・持込車両セダン等１０台（うち軽５台）

◎運転者の変更 ◎運転者合計２７名 ◎運転者合計２６名

　１名増

◎使用車両の変更 ◎車両合計１５台 ◎車両合計１５台

　２台入替え ・持込車両セダン等１０台（うち軽５台） ・持込車両セダン等１０台（うち軽５台）

◎運転者の変更 ◎運転者合計２７名 ◎運転者合計２７名

　１名減、１名増

◎使用車両の変更 ◎車両合計１５台 ◎車両合計１５台

　１台入替え ・持込車両セダン等１０台（うち軽４台） ・持込車両セダン等１０台（うち軽５台）

特定非営利活動法人　すずらん ◎使用車両の変更 ◎車両合計３台 ◎車両合計２台

　１台増 ・所有車両車いす車１台（うち軽１台）

社会福祉法人　元気村 ◎旅客名簿の変更 ◎旅客者合計５名 ◎旅客者合計６名

　 １名減

◎運転者の変更 ◎運転者合計２名 ◎運転者合計４名

　２名増

ケ

コ

5
窓口市町
白岡市

窓口市町
宮代町

窓口市町
久喜市

R5.10.17

R5.9.30

R5.10.3

R5.11.20

R5.12.1

R5.11.29

R5.9.30

6

7

8

サ

シ

ス

セ

ソ
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正 資料２

走行キロ 運送回数
運送収入
（千円）

R5上 1 11 0 0

4 R8.10.13

9
一般社団法人市一舎
障がい福祉じゅれー

R4下
宮代町・久喜市・杉戸町・白岡市・
幸手市

1 11 0 0

0 0 0 1 R6.10.3

0 0 0 2

8 社会福祉法人　元気村

R4下

久喜市

3 2 R3.10.14

R5上 3 5 49 10 7 0 0

8 60 10 9 0 0

R4.10.4

0 0 2 R3.6.4

R5上 3 0 96 12 21 0 0 2 R8.6.3

7 すずらん

R4下

久喜市・加須市

2 0 104 13 23

6 きらりびとみやしろ

R4下

宮代町・杉戸町・幸手市・久喜市

15 22 H18.4.26

R5上 15 198 8,418 1,462 1,371 0 0

191 9,455 1,580 1,527 0 0

22 R8.4.25

0 0 2 H23.4.25

R5上 2 0 0 0 0 0 0 2 R7.4.24

5 白岡町地域支援いちょうの木

R4下

白岡市

2 2 48 16 9

4 久喜市社会福祉協議会

R4下

久喜市

8 31 H18.5.15

R5上 8 57 172.6 30 24.6 0 0

58 143.0 22 19.6 0 0

28 R8.5.14

0 0 98 H26.4.1

R5上 26 140 24,630 3,284 1,661 0 0 105 R7.3.31

3 あかり

R4下
久喜市・杉戸町・宮代町・幸手市・
白岡市

26 131 18,152 2,943 1,486

0 0 48 R2.3.27

R5上 33 119 25,581 2,950 4,644 0 0 51 R7.3.26

1 たいむ共生会

R4下

久喜市・白岡市・杉戸町･幸手市

31 117 27,276 2,886 4,761

令和５年度上半期実績報告

№ 法  人  名 運送の区域 車両数 会員数

運行状況
交通事故

件数
苦情対応

件数
運転者数

登録年月日
／

有効期限

2 社会福祉法人　誠会

R4下

久喜市・幸手市・杉戸町

R5.2.3

R5上 19 32 3,159.0 365 818 0 0 16 R7.2.2
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旅客の名簿

運送を必要とする理由

重複なし ２つ重複 ３つ重複 ４つ重複 ５つ重複 ６つ重複 ７つ重複

34 5 79 0 0 0 1 33 0 2 0 0 31 2 2 51 51

(21) (2) (19) (2) (2) (2) 119

5 3 10 0 0 0 14 19 0 1 0 2 16 1 1 16 16

(6) (6) (1) (1) 32

15 0 125 0 0 0 0 26 0 3 0 0 23 2 2 105 105

(11) (1) (10) (1) (1) 140

18 0 1 31 5 0 2 8 0 4 2 2 0 1 1 28 28

(3) (3) (2) (2) 57

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 2

(2) (1) (1) (0) 0

24 0 8 94 71 0 1 15 0 3 2 0 10 1 1 22 22

(7) (2) (5) (1) (2) (2) 198

0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 2 2

(2) (1) (1) (0) 0

0 0 0 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 4 4

(3) (3) (0) 5

0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

(1) (1) (0) 11

運転者の人数→福祉車両しか運転できない人数

6 きらりびとみやしろ 198

9
一般社団法人市一舎
障がい福祉じゅれー

11

7 すずらん 0

8 元気村 5

4 久喜市社会福祉協議会 57

5
白岡町地域支援いちょうの
木

0

3 あかり 140

2 社会福祉法人　誠会 32

福祉車両
（二種）

基本
チェック
リスト

（重複）

1 たいむ共生会 119

回転
ｼｰﾄ車
(軽)

ｾﾀﾞﾝ等
(軽)

配置人数
（有資格者数）

必　　要
有資格者

全体
（二種）

その他
（重複）

全体
（軽）

寝台車
(軽)

車椅子車

(軽)
兼用車
(軽)

令和５年度上半期実績報告（補足資料）

※データは、新規・更新登録から令和５年度上半期実績報告までの最新数値 　

№ 法  人  名

旅客の範囲 自動車の保有 運行管理責任者 運転者の人数

全体
身障

（重複）
精神

（重複）
知的

（重複）
要介護

（重複）
要支援

（重複）
ｾﾀﾞﾝ

（二種）
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 資料３  
 

令和５年度の制度改正等について 

 

１ 運転者証の廃止と自動車登録番号の表示 

２ 福祉有償運送の対価の参考値の変更 

３ 更新申請時の添付書類の省略 

 



事 務 連 絡  

令和５年１０月１２日  

 

 福祉有償運送事業者各位 

 

 埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会   

事務局  宮 代 町 福 祉 課 長    

 

道路運送法施行規則等の一部改正について 

 

 本協議会の運営にあたり、日ごろから格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、道路運送法施行規則及び自家用有償旅客運送に係る運用上の留意事項

等ついて（技術的助言）が変更されましたので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

自家用有償旅客運送自動車内における運転者の氏名の掲示を廃止し、自動

車登録番号の表示に変更するとともに、NPO 法人等に作成が義務付けられ

ていた運転者証が廃止されました。 

なお、自動車登録番号の表示義務については、経過措置を設けており、当

面の間、自動車登録番号又は運転者の氏名を表示することが可能とされてい

ます。 

 

２ 経過措置期間中の対応 

   埼玉県の参考様式第ト号が改正されるまでの間は、現行の参考様式第ト

号の使用又は、道路運送法施行規則第５１条の２８の規定に基づく表示を

していただきますようお願いいたします。 

 

 

【事務局】 

宮代町福祉課 

福祉支援担当  小林、平向 

電 話：0480－34－1111（内線 328） 

F A X ：0480－34－3396 

Email:fukushi@town.miyashiro.saitama.jp 



道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布されました。本省令

等の施行に伴い、バス・タクシー・自家用有償旅客運送において、車内での乗務員等の氏名

などの掲示義務を廃止します。引き続き旅客の利便の確保を図りつつ、乗務員等のプライバ

シーにも配慮し、安心して働ける職場環境の整備を促進します。 

  

 

 

令和５年８月１日 

自 動 車 局旅 客 課 
 
 

バス、タクシーなどの車内における乗務員等の氏名表示がなくなります！ 

１．改正概要 

〈旅客自動車運送事業運輸規則関係〉 

・バス、タクシー内における乗務員等の氏名の掲示を廃止します。 

・バス・タクシー事業者が自動運転車を用いて事業を行う場合に選任する特定自動運行保安

員については、作成が義務付けられていた保安員証を廃止し、特定自動運行保安員である

ことを服装その他の方法により旅客に示すこととします。 

 

〈タクシー業務適正化特別措置法施行規則関係〉 

 ・タクシーの運転者証等の様式を別紙のように変更し、利用者に表示する面から、氏名、顔

写真、運転免許証の有効期限を削除します。なお、引き続き運転者証等としての機能を保

持するよう、氏名等については利用者から見えない面に記載します。新しい運転者証等へ

の更新については、経過措置を設けております。 

 

〈道路運送法施行規則関係〉 

・自家用有償旅客運送自動車内における運転者の氏名の掲示を廃止し、自動車登録番号の表

示に変更するとともに、NPO法人等に作成が義務付けられていた運転者証を廃止します。

なお、自動車登録番号の表示義務については、経過措置を設けております。 

・自家用有償旅客運送者が自動運転車を用いて旅客の運送を行う場合に選任する特定自動運

行保安員について、氏名の掲示及び NPO法人等に作成が義務付けられていた保安員証を廃

止し、特定自動運行保安員であることを服装その他の方法により旅客に示すこととしま

す。 

 

２．スケジュール  

公布・施行：令和５年８月 １ 日   

 

 
<お問い合せ先> 
 自動車局旅客課 水田・遠藤 
TEL: (03)5253-8111（内線 41255) 

(03)5253-8569（直通） 

 



事 務 連 絡  

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日  

 

 福祉有償運送事業者各位 

 

 埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会   

事務局  宮 代 町 福 祉 課 長    

 

 

福祉有償運送の対価の参考値の変更について 

 

 本協議会の運営にあたり、日ごろから格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、令和５年１１月２０日から埼玉県 A 地区（久喜市、幸手市、白岡市、

宮代町及び杉戸町が含まれる区域）のタクシー運賃が改定され、それに伴い福

祉有償運送の対価の参考値も変更となりました。 

つきましては、変更後の福祉有償運送の対価の参考資料を送付いたしますの

で、今後の事務の参考にしていただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

宮代町福祉課 

福祉支援担当  小林、平向 

電 話：0480－34－1111（内線 328） 

F A X ：0480－34－3396 

Email:fukushi@town.miyashiro.saitama.jp 



【参考】 運送の対価に関する申請書におけるタクシー料金との比較 

【 埼玉県 A 地区運賃 】 
＜ 普通車・上限 ： 令和５年１１月２０日～ 適用 ＞ 

１ 距離制 

乗車距離 申請額 

タクシー料金の 

２分の１ 
タクシー料金 

１㎞まで 
 

223 446 

３㎞ 
 

669 1,338 

５㎞ 
 

1,115 2,230 

１０㎞ 
 

2,230 4,460 

 普通車・上限運賃は初乗り運賃 1.121km で 500 円 

 500（円）÷1.121（km）＝446.03033… 

 1km あたり 446 円 

２ 時間制 

乗車時間 申請額 

タクシー料金の 

２分の１ 
タクシー料金 

３０分以内 
 

1,825 3,650 

１時間 
 

3,650 7,300 

２時間 
 

7,300 14,600 

３時間 
 

10,950 21,900 

 



１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 15 秒 Ａ 4,060 円

Ｂ 100 円 1 分 20 秒 Ｂ 3,990 円

Ｃ 100 円 1 分 20 秒 Ｃ 3,920 円

Ｄ 100 円 1 分 20 秒 Ｄ 3,850 円

100 円 1 分 20 秒 3,780 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 20 秒 Ａ 3,860 円

Ｂ 100 円 1 分 25 秒 Ｂ 3,790 円

Ｃ 100 円 1 分 25 秒 Ｃ 3,710 円

100 円 1 分 25 秒 3,640 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ 100 円 1 分 25 秒 Ａ 3,650 円

Ｂ 100 円 1 分 30 秒 Ｂ 3,580 円

Ｃ 100 円 1 分 30 秒 Ｃ 3,500 円

100 円 1 分 30 秒 3,430 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

3,500 円

下 限 運 賃 470　円 251 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分 3,430 円

運 賃 480　円 246 ｍ 100 円 運 賃 30 分

3,650 円

運 賃 490　円 241 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,580 円

（上限運賃） 500　円 236 ｍ 100 円 （上限運賃） 30 分

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

1.121㎞

510　円 232 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,710 円

500　円 236 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分

3,860 円

運 賃 520　円 227 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,790 円

運 賃

（上限運賃） 530　円 223 ｍ 100 円 （上限運賃） 30 分

3,640 円下 限 運 賃

3,780 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

1.121㎞

下 限 運 賃 530　円 223 ｍ 100 円 下 限 運 賃 30 分

運 賃 560　円 211 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,990 円

3,920 円

運 賃 540　円 219 ｍ 100 円 運 賃 30 分 3,850 円

運 賃 550　円 215 ｍ 100 円 運 賃 30 分

1.121㎞

（上限運賃） 570　円 207 ｍ 100 円 （上限運賃）

埼玉県Ａ地区　自動認可運賃・料金表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

30 分 4,060 円



 

〇更新申請時の添付書類の省略（道路運送法施行規則第５１条の１０） 

  更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならな
い。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類については、既に権
限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができ
る。 



 

 

 


